
地域医療構想の推進管理について

新公立病院改革プランを踏まえつつ、次期医療計画策定時を一つの目途として、工
程表あるいは具体的な役割分担に関する方向性について地域で合意することを目指し
ます。

構想の推進管理（北海道地域医療構想の記載内容）

「地域医療構想推進シート」の作成

作成の手順 構想推進シートの作成の考え方

１

①新公立病院改革プラン

②公的医療機関等２０２５プラン

③医療機関（病院・有床診療所）、
市町村へのアンケート調査

事務局案の作成（保健所）

調整会議で合意
（H30.3月目途）

平成28年度中に新公立病院改革プラン策定
（一部の市町村立病院を除く）

今般、厚労省からの通知により「地域医療
構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラ
ン」」が対象病院において作成されることと
された。（道内４９病院）

各圏域において構想の工程表を作成する上
で、全ての医療機関等の意向等を把握する必
要があることから、アンケート調査を実施し、
上記２つのプランの内容を踏まえつつ「地域
医療構想推進シート」を年度内を目途に作成。

H29.9.20開催
総医協地域医療専門委員会資料
（資料２）



「公的医療機関等２０２５プラン」への対応

将来の医療提供体制を構築するための方向性を共有するため、まずは地域における救急医療、
小児医療、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関について、他の医療機関に率先して
地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示してもらうため、厚生労働省医政局から直接、各
公的医療機関等あてに通知。

【概 要】（国の「医療計画の見直し等に関する検討会」）

区 分 「公的等」の根拠法 病院数

日赤、済生会、北海道
社会事業協会、厚生連

医療法第31条 ２９

国家公務員共済組合、
共済組合、健康保険組
合、地域医療機能推進
機構

医療法第7条の2
第1項2号～8号

５

国立病院機構
医療法第30条の23

６

特定機能病院 ３

地域医療支援病院 ３

労働者健康安全機構 な し ３

合 計 ４９

H29.8.4 厚生労働省医政局長より対象医療
機関に直接通知

H29.9 道より対象医療機関に通知
・H29.12月までに保健所に提出
・H30.2～3月の調整会議に提示
（説明等の方法は各保健所判断）

H29.12 対象医療機関から各保健所にプラ
ンを提出

H30.2 各調整会議に提示
～3月

道内の対象医療機関 道の対応

２

※地域医療支援病院は、全12病院中、民間立である３病院



「地域医療構想に係るアンケート調査」について

〇 地域医療構想の実現に向けた工程表として、各圏域ごとに「地域医療構想推進シート」を平
成30年3月までを目途に作成。

〇 構想推進シートの作成に当たり、「新公立病院改革プラン」（道立・市町村立）、「公的医
療機関等２０２５プラン」（自治体立を除く）のみでは、圏域全体の医療機関における現状や
将来に向けたプランを把握できないことから、一般病床及び療養病床を有するすべての医療機
関を対象としたアンケート調査を実施する必要がある。

〇 また、地域医療構想を推進する上で、医療機関による自主的な取組に加え、市町村における
高齢者の住まいや医療従事者の確保等の取組が重要であり、現状及び今後の方向性について把
握する必要があることから、市町村に対するアンケート調査も実施する必要がある。

調査実施の必要性等

【医療機関】
・ 地域における現状・課題
・ 自院が担うべき役割等
・ 病床機能の転換
・ 医療機関の再編・ネットワーク化
・ 在宅医療の実施

【市町村】
・ 医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの構築
・ 高齢者の住まいの確保
・ 医療、介護従事者の確保等

主な調査内容（案） スケジュール（案）

H29.9.20 総医協地域医療専門委員会
で協議

H29.9月末 各保健所に通知
H29.10月 アンケート調査の実施
H29.11 調整会議に結果概要を報告
～12月

H30.1月～ 構想推進シート作成着手
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「地域医療構想推進シート」の作成スケジュール（案）

9/20（水） 総医協地域医療専門委員会

（概要、アンケート調査の説明）

10/30(月) 総医協地域医療専門委員会
（構想推進シートの協議）

2月上旬 総医協地域医療専門委員会
（進捗状況の報告）

H30年度 総医協地域医療専門委員会
（構想推進シートの作成内容報告）

道本庁（総医協）

10月 アンケート調査の実施
（医療機関、市町村）

11～12月 調整会議①
（構想推進シートの作成説明、
アンケート調査の結果概要）

12月 公的医療機関等2025プランの
提出（医療機関⇒保健所）

1月 構想推進シートの事務局案作成

2～3月 調整会議②
（構想推進シートの合意）

6月まで ※3月までに合意に至らなかった
場合は、6月までに作成

保健所（調整会議）

【主な柱立てのイメージ】
・ 急性期医療を受けた後の患者の受け皿となる医
療機能（回復期病床）の確保

・ 限られた資源を有効に活用するための医療機関
の再編・ネットワーク化

・ 住み慣れた地域や自宅での生活を支えるための
在宅医療等の確保
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